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はじめに

この報告書は、平成９年度に財団法人日本交通管理技術協会が社団法人全国道路標識・

標示業協会から委託を受けて行った「法定外表示の効果に関する調査研究」について、そ

の成果を取りまとめたものである。

近年、各都道府県警察においては、交通事故防止対策の一環として、法定外表示を設置

することが多くなっている。これらの法定外表示は、交通事故防止に向けた各都道府県警

察における創意工夫と努力の現れであり、それらの中には交通事故防止に多大な効果を上

げているものもあるが、多種多様の法定外表示が無秩序に設置されることは法定の道路標

識、道路標示の整備効果を低下させてしまう危険性がある。

本調査研究では、法定外表示の事例を収集し整理分類するとともに、それらの設置効果

等について定性的な検証を行い、効果の認められる法定外表示については、設置様式等の

統一を図ることにより、交通安全対策に資する道路標識、道路標示の確立に努める。

なお、今年度においては収集分類された法定外表示について、その重要性等を考慮し、

それらの設置様式等の均斉化を目標に、望ましい表示方法を提案した。本研究の成果が新

しい路面表示の進展のために資することを期待するものである。

おわりに、本調査研究にあたりご多用中にもかかわらず、平成８年度、９年度と両年度

にわたり終始熱心にご指導いただいた警察庁科学警察研究所交通規制研究室長の齋藤委

員長をはじめ各委員の方々に対し、厚く感謝の意を表する次第である。

平成１０年３月

財団法人日本交通管理技術協会

会長浅沼清太郎
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１．調査研究の概要

１．１本調査研究の目的

近年、各都道府県警察においては、交通事故防止対策の一環として、法定外表示を設置

することが多くなっている。これらの法定外表示は交通事故防止に向けた各都道府県警察

における創意工夫と努力の現れであり、それらの中には交通事故防止に多大な効果をあげ

ているものもあるが､多種多様の法定外表示が無秩序に設置されることは法定の道路標識、

道路標示の整備効果を低下させてしまう危険Ｉ性がある。

本調査研究では、法定外表示の事例を収集し整理分類するとともに、望ましい表示方法

についての提案を行う。また、効果の認められる法定外表示については設置様式の統一化

を図ることにより表示する意味を広く普及させるなど、より交通安全対策に有効な道路標

識、道路標示の確立に努めることを目的とする。

１．２調査研究項目

平成８年度に法定外表示の意義及び問題点を整理し、実際に設置されている法定外表示

の収集分類を行い、その効果に関する検討を実施した。

本年度は収集分類された法定外表示について、その重要'性等により将来的に法定化され

ていく可能性についても視野に入れ、法定外表示の統一を図るための基準化に向けて検討

し、望ましい表示方法について提案を行う。具体的には、早急に統一化を図る必要がある

とみられる以下の法定外表示を対象として、基準化を目指した提案を行う。

・一時停止表示「止まれ」

・交差点クロスマーク

・進行方向別通行区分予告表示

・ゼブラ中央帯

・減速マーク

・その他

１．３法定外表示の定義

本調査研究で取り扱う法定外表示とは、道路標識､区画線及び道路標示に関する命令(昭

和35年総理府・建設省令第３号。以下「標識令」という。）、道路交通法施行規則第３条、

災害対策基本法施行規則第２条、大規模地震災害対策特別措置法施行規則等に定められる

以外の表示で､交通の安全と円滑を図るため有効なものとして用いられている表示である。

－１ 



法定外表示は、法定の道路標識等の効果を明確にし、ドライバーに注意喚起を行い、交

通の安全と円滑に資するため、法定の道路標識・道路標示と位置づけることができないが

その効果が認められるので、各都道府県警察の努力により設置されているものである。従

って､法定外表示の設置を行う場合には、当該地点における交通規制の内容を確認し、ド

ライバーに対して混乱が発生しないように交通状況を十分把握し、現地に適した表示を行

う必要がある。

２ 



－時停止関係
１全国的に使用されている主な事例
文字のみの事例

ｉ
△
、
１
１
Ｊ
〃

２
２
，
 

趾
1-ユ1

H■ 

広議－１･露
「

，Ａﾐ踞言f；

①漢字縦表示 【２－１二 1２－２１ 

￣ 

''１ 

'’’１ 
②平仮名縦表示 １２－３： 1２－４１ 

Ｕｉｂ 気劉灰遜Ｐ亟戸
1匹

〒司皀 鐡
テ
ー

ル
’
鱒

灘
が

ｑ 

，、蝋､LＭｌｌ

週
一

蝋一凹叱

箙騨騨
■ 

-国_止

▽ 

レー 』

ヨリ

,iii（ 

③片仮名縦表示 [２－５１ 1２－６１ 

,Ｕ 

□ 

④漢字横表示 I２－７ｉ 1２－８１ 

６ 

＝固房宮￣
￣－－~ﾛ■■￣■ 

-－．＝ 

ﾛﾕｰ --0U二 ＝＝＝＝ 

－－_L＝ 

～ 

ゴ

ー

|篝j篝雲
夛窓画

、



ヨ

堀,…ｉＪＩｉＩ
－宅一室二F＿￥乱詮

駒雫篁了

曇鑿譲iii霊霊￣ 

矛三Ｆ〃■
＝＿シ-５

巴や=、＆
:=蓋三

計【て、

。

と－劃三

Ｉ 、
⑤平仮名横表示 1２－９１ １２－１０］ 

ｍ；rfXl■ 

騨電 '１１ 
霧

潭認
￣■ 

＝ ＝ 

jrlI 

ＷＷ １ 

－ 

餌一
￣ 

■T 

■■■■■■ 

⑥片仮名［１１横表示 [２－１１］ １２－１２］ 

率Ｔ～ 
口

⑦片仮名［Ⅱ］職表示 1２－１３１ １２－１４】
Ｉ で

ｆＵｎＰ 

Ｉ 

鑿 》、０ｃ』

ﾛ 

￣ 

－－ 

■ 

⑧黄色使用 i２－１５Ｉ 1２－１６１ 

４ 



（２）文字とカラー舗装との組み合わせの事例
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（３）文字と予告表示との組み合わせの事例
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（４）文字周辺に注意喚起と組み合わせの事例
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（５）道路標識の形状及び図柄をイメージした事例
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（６）文字・予告・注意喚起・図柄等との組み合わせの事例
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２．２一時停止関係の基準化への検討

全国的に文字の統一化がされていないが､多くの場所に使用されて確認されているため、

基準化するのが望ましい。

(1)縦表示・横表示の検討

表示する場合は、原則として縦表示を用いるのが

望ましい。

ただし、車線境界線のない幅員の広い道路(一方通

行路等も含む)は道路の状況に応じて横表示を用いて

も良いこととするのが望ましい。

（事例[２－１]～[２－６]参考）

【理由】

◎道路幅員及び視認性の関係上、原則的には「縦表示」◎道路幅員及び視認性の関係上、原則的には「縦表示」がよい。

◎道路状況(カーブ等)において、「横表示」を用いた方が視認性がよい場合があるの

で、道路状況によっては「横表示」を用いる必要がある。

(2)「止まれ」「とまれ」「止マレ」「トマレ」等の文字表示の検討

原則として道路標識の文字と同じ「止まれ」を用いるのが望ましい。

寸法及び字体等は(社)交通工学研究会「路面標示設置の手引」のものを用いるのが

よい。

細街路等の幅員の狭い道路の場合は、文字を縮小して表示することができることと

するのがよい。

なお、標準的な文字の寸法及び位置図は次のとおりとする。

(事例[２－１］・［２－２］・［２－７］・［２－８]参考）

1５ 
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Ｕ 
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【理由】

◎道路標識の図柄(文字)に使用されている。

。「平仮名」「片仮名」は学童等に読みやすいとの意見があるが、歩行者に対する表

示ではないので、仮名にする必要はない。

◎道路標識の他の文字使用(補助板も含む)はほとんど漢字を使用している。

◎細街路等の道路幅員の狭い裏通りにおいて、文字を縮小する必要性がある場合は「漢

字」を縮小したものを用いるものとする。

(3)使用色の検討

規制標示としての扱いとなり、禁止行為でないために使用色は「白色」を用いるの

が望ましい。

（事例[２－１５］・［２－１６]参考）

【理由】

◎黄色表示は主に「禁止」を意味する場合に用いられているので、一時停止の文字「止

まれ」を黄色表示することは「止まれ」を禁止することの解釈にとられて、「止ま

らなくてもよい」と誤解される危険'性がある。

-９ 



(4)表示場所の検討

道路標識により一時停止「止まれ」の交通規制を実施している場所すべてに法定外

表示「止まれ」を表示することかできることとするのが望ましい。

また、細街路において－灯点滅式信号機の設置してある場所の非優先道路側(常時

「赤」の点滅側)にも法定外表示「止まれ」を表示してもよいこととするのが望ましい。

（事例[２－３７]～[２－４０]参考）

【理由】

◎道路標識(路側式)は、障害物等で視認性が充分でない場合があるため(場所によって

は道路標識「止まれ」を確認できないのもある)、法定外表示「止まれ」を表示する

必要がある。

◎道路標識(大型式)は、障害物等による視認性の悪化は少ないと考えられるが、夜間

における視認性を妨げる障害物(ネオン・広告塔等)によって確認しにくいケースが

あるため、法定外表示「止まれ」を表示する必要がある。

。－灯点滅式信号機が細街路に設置され事故防止対策に効果をあげているが、道路状

況によって注意喚起を促す必要がある場所には、法定外表示「止まれ」を表示する

必要がある。

(5)自転車指定の表示の検討

原則として、自転車指定の「止まれ」の強調表示はしないのが望ましい。

ただし、歩道上「自転車通行可」等によって自転車が歩道上を通過する場所及び、

一方通行路を自転車が逆行可能な場合において必要があると認められる場所に、自転

車指定の「止まれ」を表示してもよい。

（事例[２－３５］・［２－３６]参考）

【理由】

◎法的には車両扱いになっているので、一時停止の道路標識のあるところでは、当然

自転車も「止まれ」義務が生じる。

◎道路表示「止まれ」の表示と併用して自転車指定の法定外表示「止まれ」を表示す

ると自転車指定の法定外表示「止まれ」が表示されていない場所は自転車は「止ま

らなくてもよい」と誤解を招く恐れがある。

◎歩道上における道路標識の「自転車通行可」の設置が両面式(相互通行可)のため歩

道上においても必要な場所には、自転車指定の道路表示「止まれ」を表示する必要

が生じることとなる。

10 



(6)カラー舗装との組み合わせの検討

「止まれ」文字が強調され視認性もよくなり、効果があるため見通しが悪く危険性

のある場所においては用いてもよいと思料される。

カラー舗装をする進行方向側の範囲は、停止線から文字の下端より１ｍ迄とし、相

互通行の場合の横方向の範囲は、路側帯等より中央線迄とし、一方通行の場合は両側

の路側帯等の間とするのが望ましい。

ただし、使用する色はスリップ止め式の茶色系が望ましい。

なお、既存の道路標示(中央線・外側線・路側帯・停止線等)を再設置する際の妨げ

にならないように、１０ｍｍ以上の間隔をあけるようカラー舗装をする際に留意するこ

とが必要である。

（事例[２－１７］・［２－２０]参考）

【理由】

◎スリップ止め式舗装をすることによって、事故防止対策(急停車等)に効果的である。

◎全国的に茶色系が多く用いられており、コントラストも非常によいのでより効果的

であることから、道路状況によってはカラー舗装が必要である。

◎１０ｍｍ以上の間隔をあけることは既存の道路標示を設置する際に現況の設置方法の

妨げにならないようにするためである。

(7)文字「止まれ」周辺への強調表示の検討

文字「止まれ」周辺には原則として、強調表示は用いないのが望ましい。

なお、道路状況等によって必要な場合は、他の道路標示等に支障がない場合に限っ

て表示することができることとする必要がある。

（事例[２－２５]～[２－２８］・［２－３３］・［２－３４]参考）

【理由】

◎一時停止の遵守率が向上する効果が認められる。

◎統一した強調表示とした場合に、道路状況及び一方通行路の関係等によってアンバ

ランスになったりするケースが生じるため、道路状況に応じた強調表示をする必要

がある。

(8)道路標識の形状及び図柄をイメージした表示の検討

原則としてイメージした表示は用いないのが望ましい。

（事例[２－２９]～[２－３２】参考）
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【理由】

◎法的に認められている道路標識の位置付けがあいまいになる。

◎道路景観を損なう恐れがある。

◎道路標識「止まれ」及び法定外表示「止まれ」で充分に対応ができる。

（９）「止まれ」の予告表示の検討

横断歩道には指示標示「横断歩道等あり」の予告表示があるが、横断歩道

の予告表示のない場所において、全国的に様々な場所に使用され、効果がみ

られる場合もある。

しかし、「横断歩道の予告標示」・「前方優先道路」との関連性及び表示の必

要性・図柄等、現状を把握した上でさらに詳細に検討する必要があるため、

今回の検討からは除外する。

（事例［２－２１］～［２－２４］参考）

(１０）文字「止まれ」表示の標準として望ましい事俶
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交差点クロスマーク関係
１全国的に使用されている主な事例
ほぼ同一幅員の道路同士の交差点における事例
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（２）中央線（破線）のある場所での事例
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外側線の標示方法による交差点明確化の事例（４）路側帯
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３．２交差点クロスマーク関係の基準化への検討

全国的に様式の統一がされていないが、多くの場所に使用されて効果が認められるた

め、基準化するのが望ましい。

(1)表示する範囲の検討

十型及びＴ型の２種類が標準的な交差点クロスマーク表示であるが、原則として、

中央線がなくて優先道路の判断が難しい道路において設置することが望ましい。

（事例[３－１］～[３－３］・［３－５]～[３－７]参考）

【理由】

◎ほぼ同一幅員で、どちらが優先道路であるかが不明確な交差点(一時停止標識の有無

で優先道路の判断は分かるが)及び道路の交差が道路状況によって不明確であるため

に交差点に表示する必要がある。

(2)表示する寸法・位置等の検討

＋型及びＴ型ともに原則として、交差点の中心点の位置に表示するものとする。

その標準的な寸法は、下記の標準寸法図のものを用いることとする。

ただし、道路状況(幅員・形状・複雑交差点等)によっては、拡大または縮小ができ

るものとする。

(事例[３－８］・［３－１２]～[３－１４］・［３－１９]～[３－２１］・［３－２３］.

[３－２４]参考）

三｜旨

「I

L｣ 

標準寸法図

1７ 



}’ _｣」し

１
 

Ｊ
「 、

標準位置図

【理由】

◎寸法は(社)交通工学研究会「路面標示設置の手引」のものが標準寸法図として用い

られている。

◎交差点の中心点の位置に表示されていなかったりすることは交差点を明確にさせる

観点からは紛らわしいばかりでなく、無意味になるため交差点の中心点の位置に表

示する必要がある。

(3)使用色の検討

使用色は白色を用いるものとする。

（事例[３－７]参考）

【理由】

◎一部に黄色と白色との２色で表示されているものもあるが、禁止を意味するもので

なくて交差点の存在を事前にドライバーに認識させるためのものであるから白色が

よい◎

(4)表示場所の検討

表示する範囲の検討において、中央線がある交差点では原則として表示しないもの

としている。すなわち、明らかに道路幅員・道路状況等によって優先道路が区分でき

て、中央線が表示されている道路には交差点クロスマークは表示しないで、外側線・

路側帯等の道路標示を道路形態に合わせて表示することによって交差道路があること

を認識させることが望ましい。

また、道路状況によってはドットライン表示で交差道路があることを強調させる方

法を用いることが望ましい。

なお、ドットライン表示の標準的な寸法及び表示位置図は次のとおりとする。

（事例[３－２５]～[３－３２]参考）
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Ｈｒ－･’ 

【理由】

◎外側線．路側帯等が表示され、優先道路の区分が明確な道路で、道路交差がある場

合には、道路の形状(Ｒ曲線)が明確になり、交差道路があることをドライバーに認

識させることができる。

◎ドットライン表示も全国的に多く使用されている。

◎変形の道路形態の場合には、ドットライン表示があると道路線形が明確になり、ド

ライバーとしては運転がしやすくなる。

◎外側線・路側帯等を交差道路の形状(Ｒ曲線)に合わせてドットライン表示がされて

いると、より道路線形が明確になって効果的である。

(5)交差点内のカラー舗装との組合わせの検討

交差点であることが強調されて、非常に効果的であるので、見通しが悪く事故多発

の交差点においては使用することができるものとする。

なお、カラー舗装する範囲は交差点内(停止線・横断歩道等があればその範囲内)と

する。

使用する色は「止まれ」と同様にスリップ止め式の茶色系または灰色系のキララ舗

装として、既存の表示(外側線・路側帯．停止線等)の施工の際に妨げないよう１０ｍｍ

以上の間隔をあけてカラー舗装を施すのが望ましい。

（事例[３－１０]参考）

【理由】

◎遠距離から交差点があることが確認できる。

◎全国的に茶色系が多く用いられているが、一部において灰色系のキララ舗装も用い

られていて効果が認められているため灰色系も使用可能とする。

◎１０ｍｍ以上の間隔をあけることは、路面標示の再施工の際に施工性が向上し、仕上

りもきれいになるためである。
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進行方向別通行区分予告表示関係
１全国的に使用されている主な事例
予告表示のない標準的な事例
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（２）予告表示のある標準的な事例（その１）

仇

』

可
■ 

②Hｑ 

－－１丹

一一『･急;とき&蕊良…l畷M，
民ｕＦ圭市ニーェュヂ戸一｡●唖

扉垣.甜冠同蓋号ﾐｰﾋﾟﾙｰｰﾆ＝

゜いく允蕊r篭I鐸

￣ 

Ⅲ 
1４－１７１ [４－１８］ 

鯲霧 」。］

…
…
 

。
い
い
邸藤

、１

廷
ｗ
血
四
㎡
⑭ 儲

－－ 三一二一

（１ 

） 
壱一

二一￣

礼

弔［ ､F１ 

巳

I４－１９ｉ 1４－２０１ 
￣ｄｌ 

ｌＷｎｋ 
沈吟２

、ご－~■ロ、■￣碁ニーら

-－■ 

淳一へ｡蝿蝋－－ 
１
 》》一一屯
．仰二
一‐一五

一一－－

曇ニーミー室

、｛ 

〃

－－＝尋

、ノ
で-－

ロ■HF2

｢４－２２１ 1４－２１１ 

【息＄
－－ 

？’肘郭ＯＵＢ 

`二ljiiiili恥」
`,:iＩ：WNI$i矼ｌ１ｉＰ．

苧｣U｣

Iiilllliiiiiilli11D1iiilliliiIiiDii;iii1１ ilIlillill11ll1ii1lilli1li1liill1lliiilill q｣ 

凸
・
Ｐ

５
の

鈩
西
心
百

証
小
ｐ
０

１
 

Ⅱ
 

□
 

ｑ
Ｒ
Ｌ
ｗ
塀
曇

ｎ
Ｊ
 

●
□
 

■
 

‐領

llii澱■今｜，が
い

Ｊ
 

Ｉ
 

[４－２４１ 1４－２３１ 

2３ 

ijhA4囑議I雛､…麺

￣可一一一

澱

$ﾋﾞｳとJ』;ZH畠Rム
ョー壁室￣餌宅\?｢定-ご；託孑疽－t声｡P弓T曲り＝b＝■＝■ご＝■

輪鑑/:浅瀞'1iii霧iii蕊i;蕊、



（３）予告表示のある標準的な事例（その２）

l灘：
､～ 

ｌｉｉＦ ２m 

【
Ⅱ

リ

￣ 

」
・
ロ

～ 

、＝－．
一可一Ｌ 

1４－２５１ 1４－２６１ 

一》

；
刑
Ｎ
ｉ
段 】

[４－２７二 1４－２８１ 

蝋

I４－２９ｉ 1４－３０１ 

Ｉ 

LlIlill里'''１lllll霞lｊｌ１ｉＩ
リＷ１１１謹議蕊念、窯…jIi篝蔓園

｜● 

ｑ西▲ごい
■■＝ 

■■■ 

￣￣■ 

」

１４－３２１ ｢４－３１１ 

2４ 



４．２進行方向別通行区分予告表示関係の基準化への検討

表示方法は統一されてはいないが、全国的に多く用いられており、交通量の増大に

対応した、円滑な交通流の形成を図るには、事前に進行方向別通行区分を認知させる

必要があることから、法定外表示として基準化を図る必要がある。

(1)表示する道路の範囲の検討

「車両通行帯」及び「進路変更禁止」等の規制標示がされて「進行方向別通行区分」

の矢印が表示されている場所において、必要な場合は「進行方向別通行区分予告」を

表示することができるものとする。

【理由】

◎交通量の増大を考慮した渋滞解消及び事故防止対策として、「進行方向別通行区分予

告」を表示することによって事前に「進行方向通行区分」を認識させ、車線変更を

早めにスムーズに完了させることが可能になるたⅧめ表示する必要がある。

(2)表示する寸法・位置等の検討

｢進行方向別通行区分」の矢印と同じとして、破線部分は次の寸法を標準外寸法は

とする。

左折(右折)矢印 直進・左折(直進・右折） 直進矢印

矢印

！ 

ロ
面
面
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ご
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標準寸法図
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また、車線数の変更がない場合は「進行方向別通行区分」の矢印と同じものの予告

表示をその車線ごとに表示し、車線数の変更(増設)がある場合の車線においては、「進

行方向別通行区分」の矢印と同じものの予告表示を、車線数が変更する前にその車線

に並列に表示するのが望ましい。

なお、車線数が増設する場所において、車両が進路変更する範囲は車線境界線等を

表示しないものとし、「進行方向別通行区分予告」の矢印は「進行方向別通行区分」の

表示を設置する手前において、速度・交通量等の交通実態を考慮し表示位置を定める

ものとする。

(事例[４－２１]～[４－２４］・［４－２５]～[４－３０]参考）

①車線数変更のない場合
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②車線数変更のある場合

＜百口■＝ロロ臣
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【理由】

◎車線数の変更がなければ、「進行方向別通行区分」の矢印と同じ予告矢印を表示して

も充分確認できる。しかし、右折車線が付加される等車線数の変更がある場合、［直

進方向]の車線と[右折方向]の車線との二方向に分岐することを予告矢印を並らべて

表示することにより、車線数変更を事前に認識しスムーズに車線の変更が可能にな

るため並列表示を行うのがよい。

なお、この場合の予告矢印等は道路に対して平行に表示するほうが判読性がよい

と思われるので並列に表示するのがよい。
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（３）進行方向別通行区分予告表示の標準として望ましい事例

①車線数の変更のない場合
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②車線数の変更のある場合

」|脚１１鵲

鱸'ｕ 

１ｌｌ 
＝埒

、」霊

、＝

迫I 
i４－２５￣ l４－２６ｉ 

１
５
 

１４－２９］ １４－２８］ 

2７ 



．
』

５
５
．
 

ゼ､ブラ中央帯関係
１全国的に使用されている主な事例
ゼブラ（白色枠）の事例
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（２）ゼブラ（白色枠）の両側に「はみ禁」表示の事例
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（３）ゼブラ（白色枠）内に「中央線Ｉ表示の事例
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（４）ゼブラ（白色枠）内に「はみ禁」表示（ダブル）の事例
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（５）導流帯内に「中央線」または「はみ禁」表示の事例
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５．２ゼブラ中央帯関係の基準化への検討

ゼブラ中央帯は、対向車との距離を離すことで、対向車との正面衝突を避けること

と、路上駐車対策の意味で、多くの場所に使用され効果が認められるものの、統一さ

れていないので基準化を図る必要がある。

(1)ゼプラ中央帯の表示方法の検討

ゼプラ表示を外枠線で表示した上で、道路の中央を明確にするため(車線数の変更の

場合は指定した中央の位置)に「中央線」または「はみ禁」を実線一本で表示するのが

望ましい。

（事例[５－９]～[５－２０]参考）

【理由】

◎本来、ゼプラ中央帯を設置するような場所は、中央分離帯を設置することが望まし

いが、予算・道路構造・利用実態等の問題により設置ができないところに設置を行

っているものである。ゼブラ中央帯は中央線ではなく、標識令上では導流帯と解釈

可能であって、ゼブラ中央帯そのものを中央線と解釈できないので、必ず道路の中

央を明確にするためにゼブラ中央帯内に「中央線」または「はみ禁」を実線一本で

表示する必要がある。

(2)表示する寸法・位置等の検討

ゼプラ表示は、導流帯の様式を用いるものとする。下記に参考を示す。

また、「中央線」及び「はみ禁」の表示が導流帯の道路標示と交差する場合において

は２０ｍｍ以上空間を設けて表示をするのが望ましい。

(事例[５－２９]～[５－３２]参考）

=|卜咽…
4５ 

標準寸法図
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標準位置図
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【理由】

。「中央線」の位置を明確に確認できるために導流帯と重なる場合はあけて表
示するのが望ましい。

。「はみ禁」規制を実施している場合は、導流帯（白色）と「はみ禁」表示（黄

色）とが交差する場所において、異なる表示が重なるのを避けるため「中央線」

と同様にあけて表示することが望ましい。

（３）使用色

ゼブラ中央帯は「導流帯」＋「中央線」又は「はみ禁」であるので、それぞれ
の色を使用する。

（４）ゼブラ中央帯標示の標準として望ましい事例
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減速マーク（文字含む）関係
１全国的に使用されている主な事例
減速マークによる事例
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（２）減速マークと文字との組合わせによる事例
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６．２減速マーク(文字含む)関係の基準化への検討

表示方法(文字も含む)については、統一化されていないというより字体・書き方・

大きさ等がバラバラの状態で全国的に多く用いられている。

そのため、これを基準化等の統一化を図るにはもう少し全国的に状況を調査してそ

の必要性等を検討すべきであって、現時点においては困難な状況になっている。

解釈が一定していない面が多分にあるが、注意喚起による事故防止対策には効果を

出しているので、減速の必要な区間の手前及びその必要区間に道路状況(道路幅員・道

路形態等)によって統一した減速マークを表示し、必要に応じて減速の理由について文

字表示で減速マーク表示の手前に法定外表示として設置することが望ましい。

(1)減速マークの種類及び寸法等の検討

ドライバーからの視認性を考慮した上で、二輪車への事故対策等をも考慮して道路

状況(道路幅員・道路形態等)に応じて次の減速マークを表示するのが望ましい。

なお、寸法及び位置等については、下記の図に示しているものを標準とする。

（事例[６－１]～[６－５］・［６－１７］・［６－２２]参考）
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標準寸法図および位置図

【理由】

◎表示方法(幅・角度・長さ等)に多少の違いはあるが、全国的に一般道及び高速道に

おいて多く使用されて、その効果が認められている。

◎タイヤの接地面にあたらない為、すべり抵抗に変化を与えないので、事故対策に役

立つ事になる。また、摩耗しにくくなり、維持管理も容易である。

◎二輪車の走行への影響もない。

-４３ 



◎視覚的に車両通過幅が狭くなった事により、車線の中央を走行する心理的な効果が

でて、中央線及び車線境界線よりはみ出るのを防止して、車線逸脱防止に役立つ事

になる。

◎夜間に於ける視認性効果が向上して、道路線形等が明確になって走行しやすくなる。
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標準寸法図および位置図

【理由】

◎表示方法(幅・角度・長さ・表示数等)が統一されていないが、全国的に一般道にお

いて多く使用されて、その効果が認められている。

◎車線幅全部に表示しないことにより、タイヤの接地面にあたらないケースが多くな

る為にすべり抵抗に変化を与えないので、事故対策に役立つ事になる。

◎二輪車の走行への影響も相当減少する。

◎アロー型表示によって、車線の中心部(アロー型の頭部)で走行する心理的効果があ

って、車線の中心部を車両全体が縦一列に走行して車線逸脱防止に役立つ事になる。

◎夜間に於ける視認性効果が向上して、道路線形等が明確になって走行しやすくなる。

◎タイヤの接地面にあたるケースが少なくなるので、タイヤの接地面部分が摩耗して

アロー型減速マークの効果が薄れる事が少なくなる。
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(2)減速を必要とする道路の範囲の検討

「急カーブ」「急坂カーブ」「連続カーブ」「追突危険」「見通し悪し」等に対して減

速区間を指定して、危険区間であることを確認させて減速に必要な危険区間に統一し

た減速マークを表示するものとする。

（事例[６－４]～[６－９］・［６－１５]～[６－１８］・［６－２９]～［６－３２]参考）

【理由】

◎減速マーク及び文字等が全国的に多く使用されているが、何処の場所が危険なため

に減速するのか、減速の理由が不明な場合が多くみられるので、危険区間を明確に

することと同時に、危険区間の手前で十分に減速する必要があるため、予告区間へ

の減速マークの表示が必要と思われる。

◎この標準的な減速マークの表示は表示間隔・角度・長さ等が多少違っていても、全

国的に多く用いられている。

(3)注意喚起の必要のために文字等による表示の検討

法的に決められている警戒標識との矛盾が生じないように配慮し、本当に必要と思

われる地点に最小限の設置とするのが望ましい。

なお、表示する文字内容としては、「急カーブ」「急坂カーブ」「連続カーブ」「追突

危険」「見通し悪し」等道路状況を明確にしたものとし、原則として危険性の高い場所

に表示するのが望ましい。

（事例[６－４１]～[６－４８]参考）

【理由】

◎減速する必要性を明確にして注意喚起を促すことが可能になる。

。「速度落とせ」「速度注意」等の表示内容では減速する必要性が明確でないので、抽

象的な[文字表示]は表示する必要がない。

‐４５ 



[その１]側線両側に点綴状並行四辺形表示方式
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（４）右左折以外に直進通過車両の誘導破線を表示している事例
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７．２交差点内誘導線の検討

標識令においては、交差点中心部の右左折の方法のみを表示することになっているが、

最近の交通量の増大及び右左折車両の増大等によって、全国的に広い道路が交差する交差

点の右左折時において、車両がスムーズに通過できるよう交差点内に誘導破線及び停止誘

導線等が全国的に多く使用され効果がみられるものの、統一化されていない。

基準化の必要性があると考えられるが、交差点内の誘導破線及び停止する誘導線等の位

置付けが明確でないこと､法的に決められている車線境界線及び停止線との解釈の仕方や、

立体交差している幅広い交差点での一交差点処理または二交差点処理の問題等もあること

から、現在の実態把握にとどめ、今後の検討課題とする。

(事例[７－７]～[７－１０]参考）
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スクールゾーン
１全国的に使用
道路標識の設置事例
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（２）「止まれ」表示と逆表示している事例
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（３）スクールゾーンを標示している事例
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８．２スクールゾーンの検討

減速マークと同様に表示方法は統一されていない上に、警戒標識「学校等あ

り」があるのにかかわらず独特の看板と道路への表示とが全国的に多く使用さ

れている。

また、スクールゾーンの扱い方が［時間制限による方式］［終日による方式］［細

街路への方式］［幹線道路への方式］等解釈が一定していないため、乱立式に看板

と道路への表示とが設置されているが、警戒標識との関連性及びスクールゾー

ンの位置付けを検討することが先決の問題であることから、減速対策文字・高

齢化対策文字等と併せて現状の把握にとどめることとして、今後の課題とする。
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